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Ⅰ 計画策定について

１ 計画策定の趣旨

① 富山市農業集落排水事業経営戦略（第１次経営戦略）について

本市の農業集落排水事業※は、農業集落におけるし尿や生活雑排水を適切に処理する

施設を整備し、農業用排水の水質汚濁を防止するとともに、農村地域の健全な水循環

の確保と生活環境の向上を目的として、昭和５６年から整備を進め、平成２６年に全

地区の整備を完了し、現在、５４地区に施設があります。

その後、少子高齢化や人口減少の進行により、使用料収入の大幅な増加は見込め

ず、老朽化した施設の更新費用の確保や維持管理の継続が課題となっていました。

このため、事業の効率的かつ健全な運営を図ることを目的として、平成２８年度に

「富山市農業集落排水事業経営戦略」（以下、「第１次経営戦略」という。）を策定し、

対応を進めてきました。

※本市の農業集落排水事業は、３事業（農業集落排水事業、林業集落排水事業、小規模集合排水処理事

業）で構成されています。
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② 第２次富山市農業集落排水事業経営戦略について

本事業を取り巻く環境は一層厳しさを増しており、全国的にも公共インフラを適切

に維持管理し、将来にわたり安定して利用できる状態を確保することの重要性が高ま

っています。

本市においても、施設の老朽化に伴う更新需要の増大や人口減少による使用料収入

の減少が見込まれることから、更なる経営の効率化・安定化を図る必要があります。

また、経済性の観点にとどまらず、長期的な人口減少を前提とした汚水処理事業の

在り方を検討し、根本的な課題解決に向けた取組を進めることが重要となります。

こうした状況を踏まえ、地域の現状と将来の見通しに基づき、環境変化に適切に対

応しながら、農業集落排水事業における下水道サービスを持続的かつ安定的に提供す

るため、令和８年度から令和１７年度までの１０年間を計画期間とする「第２次富山

市農業集落排水事業経営戦略（以下「第２次経営戦略」という。）」を策定し、中長期

的な経営の基本計画とします。

第２次経営戦略では、第１次経営戦略で掲げた施設の維持管理を中心とした事業形

態をさらに推進するとともに、将来を見据えた処理場や事業の統廃合（処理区の再

編）について検討を進めます。

さらに、持続可能な事業構築の観点から、将来の事業環境を踏まえ、合併浄化槽へ

の切替え等も柔軟に検討し、快適な生活環境の確保を図ります。

今後は、第２次経営戦略に掲げる各施策を着実に進めるとともに、令和６年度から

地方公営企業会計を適用していることを踏まえ、経営状況や資産状況を的確に把握し

ながら、施設の耐震化や更新時のダウンサイジングを進め、適切な形での事業継続を

視野に入れた施策を実施します。
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２ 計画の位置づけ

第２次経営戦略は、平成２８年度に策定した第１次経営戦略の計画期間が令和７年度で

満了することから、農林水産省の土地改良長期計画やインフラ長寿命化計画、令和７年６

月に閣議決定された「第 1 次国土強靭化実施中期計画」、国土交通省の「新下水道ビジョ

ン」（平成２６年７月）、富山県の「富山県全県域下水道ビジョン２０１８」（平成３０年

９月）、「富山県汚水処理広域化・共同化計画」（令和５年３月）など、関連する各指針や

計画を踏まえ、新たに策定するものです。

また、第２次経営戦略は、平成２９年度から開始した「第２次富山市総合計画」を上位

計画とする農業集落排水事業の個別計画です。

「第２次富山市総合計画」は令和８年度末で終了するため、令和９年度以降は「第

３次富山市総合計画」に基づき事業を進めます。

図 第２次経営戦略の位置づけ

第２次富山市総合計画（H29.3）

富山市公共施設等総合管理

計画（R3.12改訂）

公共施設等の適正化の観点から

総合計画を下支えする農業集落排水事業に係る

個別計画を位置付ける

第
1
次
経
営
戦
略
（
平
成
28
～
令
和
07
年
度
）

「新下水道ビジョン」に示された施策の活用要請

（「新下水道ビジョン」（国土交通省）H26.7）

第二次農業集落排水事業経営戦略

第2次富山市上下水道事業中長

期ビジョン（H29.3）

基本的な取組み

を継承

経営基盤の強化と財政

マネジメントの向上を

図る

「持続」「進化」を目指す

中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」の策定要請

（「経営戦略の策定推進」(総務省)H28.1）

第２次農業集落排水事業経営戦略

農業集落

排水事業

林業集落

排水事業

小規模

排水事業

富山県全県域下水道ビジョン

2018　（H30.9）

富山県汚水処理広域化・共同化

計画（R5.3）

農林水産省による土地改良長期計画やインフラ長寿命化計画

令和7年6月に閣議決定された第1次国土強靭化実施中期計画
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３ 計画期間

第２次経営戦略は、令和８年度から令和１７年度までの１０年間を計画期間としま

す。

経営戦略の実施にあたっては、計画（Plan）・実施（Do）・検証（Check）・見直し

（Action）によるＰＤＣＡサイクルに基づき、施策の進捗状況や効果を継続的に評

価・検証しながら、計画期間の中間点にあたる令和１２年度に見直しを行い、令和１

３年度以降の計画内容を適切に更新します。

さらに、経営戦略と実績との乖離が大きくなった場合や、戦略の前提となる財政条

件が大幅に変化した場合には、必要に応じて計画の見直しを行い、事業運営の安定性

と持続性を確保します。

第２次経営戦略の計画期間令和8年度 令和17年度

【前期】
令和12年度 令和17年度令和8年度

【後期】

令和13年度

令和12年度末

（計画期間の中間点）
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Ⅱ 農業集落排水事業の現状と課題

１ 農業集落排水施設の整備・改築

令和６年度末における農業集落排水事業の処理区域内人口に対する人口普及率は

90.9％と高い水準にあり、農業集落排水施設の計画的な整備は、第１次経営戦略を策

定した平成２８年度の段階でおおむね完了し、その後は、施設の維持管理を中心とし

た取組が主体となっています。

これまで本市では、地域のニーズに応じて処理施設や管渠などの整備を進めてきま

したが、今後はこれらの施設が順次更新時期を迎えることから、緊急度を踏まえた計

画的かつ効率的な更新が求められます。

また、予防保全の観点から、各種機械・設備類を計画的に更新していくことなどに

より、施設の長寿命化を図る必要があります。

さらに、将来を見通した適切な事業形態や施設規模を模索していくことも、今後の

重要な課題となります。
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富山市農業集落排水事業 処理区一覧 令和 7 年 3 月 31 日現在

処理方式

農集 以外 型式等

1 富山地域 打出地区 S63 7月 農集 7.20 ha 公共下水道に接続 159.3 3,060.0 0 0

2 呉羽野田地区 H2 4月 農集 県単 5.10 ha 沈殿分離接触ばっ気方式(FRP) 27.0 722.3 0 1

3 島田地区 H3 4月 農集 県単 1.43 ha 公共下水道に接続 16.2 741.3 0 0

4 下条地区 H4 4月 農集 37.93 ha JARUS-Ⅲ型 405.0 14,393.0 8 1

5 楠木地区 H4 4月 農集 県単 2.36 ha 沈殿分離接触ばっ気方式(FRP) 30.0 641.5 0 1

6 利波地区 H5 4月 農集 県単 1.80 ha 沈殿分離接触ばっ気方式(FRP) 18.9 573.1 0 1

7 水橋堅田地区 H5 4月 農集 県単 2.20 ha 沈殿分離接触ばっ気方式(RC) 43.2 1,260.2 0 1

8 水橋鏡田地区 H6 4月 農集 県単 1.77 ha 沈殿分離接触ばっ気方式(FRP) 21.6 1,070.0 0 1

9 池多北地区（富山西部） H6 4月 農集 34.53 ha JARUS-Ⅲ型 367.2 10,870.6 0 1

10 古沢地区 H7 4月 農集 35.70 ha JARUS-OD型 683.1 17,319.3 1 1

11 上条南部地区 H9 4月 農集 21.30 ha JARUS-Ⅲ型 235.0 8,796.6 6 1

12 針原西部地区 H9 10月 農集 14.04 ha JARUS-ⅩⅠ型 292.0 5,435.1 4 1

13 上条北部地区 H10 4月 農集 17.52 ha JARUS-ⅩⅠ型 321.3 9,573.7 8 1

14 新保東地区 H10 4月 農集 23.07 ha JARUS-ⅩⅠ型 626.4 8,713.9 6 1

15 金山新地区 H10 4月 小規模 1.50 ha 接触ばっ気 27.0 836.2 0 1

16 池多南部地区 H11 4月 農集 12.32 ha JARUS-Ⅲ型 264.6 6,328.6 4 1

17 針原東部地区 H12 4月 農集 8.13 ha JARUS-Ⅰ型 91.8 3,857.7 1 1

18 太田地区 H13 4月 農集 60.09 ha JARUS-ⅩⅠ型 729.0 32,085.9 10 1

19 三郷地区 H16 4月 農集 61.18 ha JARUS-ⅩⅠ型 907.2 31,192.1 19 1

20 新保西地区 H17 4月 農集 22.01 ha JARUS-ⅩⅠ型 270.0 16,774.6 5 1

21 熊野・月岡南部地区 H21 4月 農集 38.00 ha JARUS-ⅩⅣ型 527.0 31,652.1 18 1

22 水橋小池五郎丸地区 H26 4月 農集 4.62 ha 接触ばっ気方式 45.9 4,157.3 5 1

23 大沢野地域 船峅地区 H9 4月 農集 96.00 ha JARUS-ⅩⅠ型 380.7 16,019.1 3 1

24 下夕北部地区 H9 4月 農集 13.00 ha JARUS-Ⅰ型 83.7 2,731.9 2 1

25 大山地域 日尾地区 H6 5月 農集 8.00 ha JARUS-Ⅴ型 35.1 1,429.8 0 1

26 岡田地区 H7 3月 農集 7.00 ha 沈殿分離接触ばっ気方式(FRP) 40.5 1,916.0 1 1

27 牧地区 H11 3月 農集 5.00 ha JARUS-Ｓ型 37.8 2,318.1 4 1

28 大庄・福沢地区 S62 4月 農集 50.00 ha 公共下水道に接続 864 35,918.8 5 0

29 観音寺・布目地区 H2 3月 農集 県単 2.00 ha 公共下水道に接続 31.05 1,516.8 0 0

30 八尾地域 深谷地区 H4 4月 農集 11.98 ha JARUS-Ⅲ型 202.5 8,670.7 3 1

31 野積中部地区 H6 4月 農集 5.90 ha JARUS-Ⅲ型 165.0 5,037.3 2 1

32 樫尾地区 H4 4月 農集 県単 1.70 ha 接触ばっき 27.0 593.0 0 1

33 岩屋地区 H6 4月 農集 県単 1.90 ha 接触ばっき 35.1 1,243.6 1 1

34 道畑地区 H6 4月 農集 県単 0.70 ha 接触ばっき 16.2 656.9 0 1

35 宮腰地区 H7 4月 農集 県単 1.20 ha 接触ばっき 24.0 588.6 0 1

36 室牧地区 H8 3月 農集 7.89 ha JARUS-Ⅲ型 168.0 9,867.2 9 1

37 西川倉地区 H8 3月 簡排 1.60 ha 接触ばっき 15.3 572.4 0 1

38 卯花東部地区 H8 10月 農集 1.80 ha JARUS-Ｓ型 35.1 2,000.6 0 1

39 杉原東部地区 H11 1月 農集 3.12 ha JARUS-Ⅰ型 70.2 3,794.2 3 1

40 野積北部地区 H11 1月 農集 5.00 ha JARUS-Ｓ型 43.2 2,000.6 1 1

41 仁歩地区 H13 1月 農集 7.00 ha JARUS-Ⅰ型 111.0 6,962.2 1 1

42 布谷地区 H14 1月 農集 6.00 ha 接触ばっき 35.1 3,734.0 3 1

43 井栗谷地区 H16 1月 小規模 3.40 ha 接触ばっき 16.2 638.5 0 1

44 婦中地域 成子地区 H7 4月 農集 20.00 ha JARUS-Ⅰ型 43.2 1,848.1 1 1

45 道島地区 H9 4月 農集 9.00 ha JARUS-Ⅰ型 67.5 3,401.4 2 1

46 音川地区 H16 5月 農集 40.00 ha 公共下水道に接続 621 25,976.2 18 0

47 山田地域 西部地区 H5 4月 農集 3.00 ha JARUS-V型 40.5 2,857.7 3 1

48 清水地区 H6 4月 農集 12.00 ha JARUS-V型 51.3 4,267.2 3 1

49 東部地区 H3 4月 農集 13.00 ha JARUS-V型 78.3 3,422.6 2 1

50 柳川地区 H8 7月 農集 県単 2.00 ha 接触ばっき 18.9 1,308.2 0 1

51 鍋谷地区 H7 4月 林集 1.00 ha 出雲式 S2-34N 6.7 333.8 0 1

52 谷地区 H7 4月 林集 1.00 ha NK-T23FC-43型 8.1 333.4 0 1

53 細入地域 笹津・岩稲地区 H10 3月 農集 9.00 ha JARUS-Ⅰ型 94.5 2,583.7 1 1

54 庵谷地区 H10 3月 農集 5.00 ha JARUS-Ⅰ型 78.3 1,863.9 1 1

366,461.2 164.0 49.0

施設区分 事業計画

区域面積

合     計

NO 地域区分 処理区名 供用開始日
汚水量(計画)

(m3／日)
管渠

（ｍ）
MP

(箇所)
処理場
(箇所)
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２ 危機管理体制の強化

これまで本市では、維持管理委託業者との連携により、事故発生時などの危機管理

に対応してきました。

今後も、委託業者による点検結果の確認や遠隔監視の導入検討など、予防保全的対

応について検討していくとともに、汚水処理施設の耐震化、初動対応訓練の実施及び

災害時支援協定の締結など、危機管理に関する各種施策についても随時検討し、引き

続き危機管理体制の強化に努めます。

３ 農業集落排水事業の地方公営企業法適用

総務省では、公営企業の経営基盤の強化や財政マネジメントの向上等を図るため、

民間企業と同様の地方公営企業会計を適用し、経営状況や資産状況の正確な把握、弾

力的な経営等を実現することを推進しています。

そこで、富山市農業集落排水事業においては、こうした国の方針を踏まえ、令和３

年度に地方公営企業法適用基本計画を策定し、令和６年４月１日から地方公営企業会

計へ移行しました。

【課題解決の方向性】

施設の老朽化に伴う更新需要の増大、人口減少に伴う使用料収入の

減少等が予想されることから、事業費の平準化を行うとともに、国の

補助制度を活用することなどにより、経営の効率化、安定化を図る必

要があります。

また、人口減少等の今後の事業環境に適切に対応した施設規模や新

技術の導入等についても継続的に検討していく必要があります。
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Ⅲ 基本構想

１ 基本理念

第２次経営戦略の期間においては、農業集落排水事業の安定した経営を維持しつ

つ、人口減少など事業環境の変化に適切に対応することが求められます。

そのため、持続可能な施設規模を継続的に検討しながら、施設の計画的な維持管理

や更新を進めるとともに、公共下水道との連携を図り、総合的な経営環境の改善に取

り組みます。これらの取組により、市民の皆様が将来にわたり安心して農業集落排水

事業を利用できる基盤を確立することを目指します。

このような目的と将来像を明確にするため、第２次経営戦略では次の基本理念を掲

げます。

２ 基本理念に基づく経営方針

基本理念を実現するための具体的施策の柱として、次の２つの経営方針を設定しま

す。

❶ 快適で衛生的な生活環境の充実を図ります。

❷ 持続可能な経営を実現するため、多様な経営手法を駆使して、経営の効率化、安定

化を図ります。

持続可能な農業集落排水事業を次世代に繋ぐ
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３ 施策の体系

❶ 快適で衛生的な生活環境の充実を図ります。

基本理念

持続可能な農業集落排水事業を次世代に繋ぐ

基本理念に基づく経営方針
 

　　❶ 快適で衛生的な生活環境の充実を図ります。
  

    ❷ 持続可能な経営を実現するため、多様な経営手法を駆使して、

　　   経営の効率化、安定化を図ります。

施策体系の階層構造

経営方針に基づく施策

７施策

主要事業

１９事業

施策
主要事業

（施策の方向）

第２次富山市

総合計画

（施策の方向）

新下水道ビジョン

（施策）

関連する計画

１　下水道の整備

２　危機管理体制の強化

ア　下水道施設（処理場・管渠）の改築

イ　処理場における運転管理体制の充実

ウ　処理場の統廃合と再編・持続可能な   　　

　　農業集落排水事業構築

エ　水洗化率の向上

ア　下水道施設（処理場・管渠）の改築（再掲）

イ　防災対策の強化

ヒト・モノ・カネの持続可能な一体的管理

（アセットマネジメント）の確立

非常時（大規模地震・津波・異常豪雨等）の

クライシスマネジメントの確立

健全な水環境の創造

汚水処理の最適化

汚水処理施設の改築

非常時（大規模地震・津波・異常豪雨等）の

クライシスマネジメントの確立
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❷ 持続可能な経営を実現するため、多様な経営手法を駆使して、経営の効率化、安

定化を図ります。

施策
主要事業

（施策の方向）
新下水道ビジョン

（施策）

関連する計画

ヒト・モノ・カネの持続可能な一体的管理

（アセットマネジメント）の確立

1　人材の確保・育成と効率的な

   組織体制の構築・適正な人員

   配置

人材の確保・育成と効率的な組織体制の

構築・適正な人員配置

2  民間資金・ノウハウの活用等 民間資金・ノウハウの活用等

ヒト・モノ・カネの持続可能な一体的管理

（アセットマネジメント）の確立

4　お客様サービスの向上 ア　料金収納サービスの向上

イ　情報提供の充実

ウ　農業集落排水事業への理解向上

エ　農業集落排水事業に係る有識者からの

　　意見聴取

国民理解の促進とプレゼンス向上

環境負荷の軽減に配慮した事業の推進 水・資源・エネルギーの集約・自立・供給拠点化

国際競争力のある技術の開発と普及展開

5　環境負荷の軽減に配慮した　　

　 事業の推進

3　財政基盤の強化 ア　適正な使用料体系の検討

イ　企業債発行の適正な管理

ウ　収納率の維持・向上

オ　工事コストや維持管理費の縮減

カ　水洗化率の向上（再掲）

エ　不明水の削減
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Ⅳ 経営方針に基づく施策と中長期事業計画における主要事業

第２次経営戦略に掲げた基本理念を実現するため、２つの経営方針に基づく各施策

を着実に推進することを目的として、中長期事業計画を策定しました。

第１次経営戦略における主要事業の実績及び第２次経営戦略における主要事業の計

画は、次のとおりです。

経営方針 ❶ 快適で衛生的な生活環境の充実を図ります

① 下水道の整備

処理場やポンプ場など、下水道施設の改築を進め、施設の長寿命化を図り、持続可

能な事業構築に努めます。

ア 下水道施設 (処理場・管渠) の改築

（第１次・事業実績）

令和２年度に１０地区の最適整備構想を策定し、ポンプ設備等について機器更新を

実施しました。

（第２次・事業計画）

農林水産省農村整備事業等の国庫補助金を活用しながら、引き続き機器更新を実施

し、計画的な施設整備を進めます。
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イ 処理場における運転管理体制の充実

（第１次・事業実績）

旧富山市区域は公益財団法人富山市生活環境サービスに、旧町村区域については富

山市上下水道局に維持管理業務を委託し、効率的な管理体制を構築してきました。

また、簡易な修理復旧作業や施設の予防保全業務については、民間事業者の裁量範

囲内で実施するなど、民間の技術やノウハウを活用し、運転管理体制の充実を図りま

した。

（第２次・事業計画）

今後も民間事業者の技術力を活用しつつ、効率的な運営に努めるとともに、発注者

である本市においてもノウハウを蓄積することで、より適正な業務委託を実施できる

可能性が高まります。

また、相互の技術力向上を図りながら、地域特性に応じた効率的な運転管理体制の

充実に努めます。
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ウ 処理場の統廃合と再編・持続可能な農業集落排水事業構築

（第１次・事業実績）

農業集落排水事業は、これまで各汚水処理施設の整備を進めてきた結果、令和６年

度末現在、事業区域内の 90.9％の方が下水道を利用できる状況となりました。

また、第１次経営戦略期間中において、公共下水道へ接続した場合の費用対効果を

検証した結果、経済性が高いと判断された次の２地区について、上下水道局と協議

し、公共下水道処理区域への集約を行ってきました。

令和元年：打出地区を公共下水道へ接続し、処理場を廃止

令和５年：島田地区を公共下水道へ接続し、処理場を廃止

（第２次・事業計画）

今後は、経済性のみならず、長期的な人口減少を前提とした汚水処理事業の在り方

を検討し、根本的な課題解決に向けた取組を進めることが重要となります。

その際、国土交通省が推進する分散型排水システムの適用可能性や、上下水道一体

革新的技術実証事業（AB-Cross）の成果にも注目し、多様な手法を把握しておく必要

があります。

また、集合処理と個別処理のコスト比較に基づく均衡点を意識し、合併浄化槽への

切替えなども柔軟に検討しながら、将来の事業環境を踏まえた持続可能な農業集落排

水事業の維持に努めます。

出典：国土交通省ホームページ



14

エ 水洗化率の向上

（第１次・事業実績）

農業集落排水の未接続世帯等に対するアンケート調査を実施するなど、現状把握に

努めるとともに、接続を促す取組を進めてきました。その結果、令和６年度末の水洗

化率は 90.9％に達しました。

このほか、水洗便所改造等資金貸付制度を設け、水洗化に伴う費用負担の軽減を図

るとともに、広報誌を活用した早期接続の周知を行うなど、普及促進に向けた様々な

取組を実施しました。

（第２次・事業計画）

今後も、未接続世帯等への接続を促す活動や水洗化に伴う費用負担の軽減を図る取

組を継続するとともに、広報誌の活用などを通じて普及啓発を進め、水洗化率の向上

に努めます。

（水洗化率）

事業名 H28 R2 R6

農集 88.4% 89.8% 90.9%

林業 100.0% 100.0% 100.0%

小規模 77.8% 83.8% 86.8%

（水洗化率）

事業名 R7（見込値） R12（目標） R17（目標）

農集 90.9% 91.2% 91.4%

林業 100.0% 100.0% 100.0%

小規模 86.8% 87.1% 87.3%
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② 危機管理体制の強化

農業集落排水施設における事故や災害発生時には、迅速な応急復旧を行うことが重

要となります。

そのため、上下水道局と連携し、被害情報等を速やかに把握できる体制の検討を進

めるとともに、予防対策として、各施設の重要度や老朽度を踏まえた新設、改良及び

修繕を計画的に推進し、早期に機能回復が可能となる体制の整備を図ります。

ア 下水道施設（処理場・管渠）の改築（再掲）

イ 防災対策の強化

（第１次・事業実績）

富山市地域防災計画では、災害予防、災害応急対策及び災害復旧について定められ

ています。

本市では令和４年度に防災危機管理部を新設し、有事における迅速かつ的確な対応

を図るための体制を強化しました。農業集落排水事業においても、同計画に準じて運

営してきました。

また、遠方監視システムを活用し、１３か所の汚水処理施設及び４９か所の中継ポ

ンプ施設において、異常の発生を早期に把握できる体制を構築しました。

さらに、災害時の支援業務に関する協定を関係機関と締結するなど、危機管理体制

の強化を図りました。

（第２次・事業計画）

富山市地域防災計画に基づき関係機関との連携を継続するとともに、遠方監視シス

テムの適切な維持管理を行い、現行の体制を維持しつつ、必要な施策の検討を進め、

防災対策の強化に努めます。
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経営方針 ❷ 持続可能な経営を実現するため、多様な手法を駆使した経営の

効率化、安定化を図ります

① 人材の確保・育成と効率的な組織体制の構築・適正な人員配置

人材の確保・育成と効率的な組織体制の構築・適正な人員配置

農業集落排水事業の各施設は富山市全域に点在しており、地域ごとに特有のノウハ

ウや専門知識が求められます。

そのため、効率的かつ効果的な維持管理を行うには、適切な業務委託体制を維持す

るとともに、委託業務を指導・監督・評価するための知識を、発注者側である職員に

残していく必要があります。

本事業は農林水産部農村整備課が所管しており、令和７年度現在、係長１名、技師

２名、事務２名の計５名で運営しています。

しかし、全５４地区ある施設の維持管理・更新を行っていくには各施設に精通した

高度な技術的知識が不可欠となります。

さらに、地方公営企業会計への移行により、経営状況の把握が可能となりました

が、その一方で事務作業量は増加しており、単式簿記とは大きく異なる地方公営企業

会計に精通した職員の確保も求められています。技術系・事務系のいずれにおいて

も、これらの専門知識に精通した職員の確保と育成は、「持続可能な農業集落排水事業

を次世代に繋ぐ」という基本理念の実現に直結する重要な課題です。

（第１次・事業実績）

職員が有する知識・経験・技術の継承に努めるとともに、職員の育成と資質向上を

図るため、一般社団法人地域環境資源センター主催の研修会へ毎年参加しました。

（第２次・事業計画）

引き続き、施設と地方公営企業会計に精通した職員の育成と確保に取り組みます。

これにより知識や経験、技術を着実に次の世代へ引き継ぎ、基本理念の実現に向けた

取組に努めていきます。

また、公共下水道との経営移管を含む各種連携についても引き続き検討を行い、よ

り良い事業運営の在り方を追求していきます。
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② 民間資金・ノウハウの活用等

民間資金・ノウハウの活用等

わが国では、戦後から高度経済成長期にかけて整備された多くの社会資本が一斉に

更新時期を迎えています。今後は、これらの更新に多額の費用が必要となる一方、人

口減少による使用料収入の減少や高齢化に伴う社会福祉費の増大などにより、財源不

足が懸念されています。

さらに、他都市で発生した道路陥没事故を受け、事故発生時の影響が大きい管渠に

ついては、更新やバックアップ機能の確保を重点的に進める必要性が高まっていま

す。

こうした課題に対応するため、国は上下水道分野における民間活力の導入を推進し

ています。具体的には、ウォーターＰＰＰなどの官民連携手法の活用や新技術の導

入、地方公営企業の経営改革の推進などを通じて、民間活力を積極的に活用する方向

性が示されています。

本市においても、水需要の減少傾向が続く中、老朽化施設の更新などに多額の経費

を要することや、技術継承などの課題を抱えていることから、国や民間事業者の動向

を注視しつつ、民間活力の活用を選択肢の一つとして検討していきます。

（第１次・事業実績）

旧富山市区域における維持管理業務を公益財団法人富山市生活環境サービスに委託

し、民間の活力を生かした事業運営を実施しました。

（第２次・事業計画）

今後も、旧富山市区域における民間活力の活用を継続する予定としています。

また、旧町村区域の管渠については、上下水道局に委託している現行体制を踏まえ

つつ、ウォーターＰＰＰの導入検討が行われる予定です。

さらに、令和８年度には処理場の包括委託の可能性について検討を行うなど、様々

な手法を通じて民間の活力を活かし、将来にわたり安定した農業集落排水事業の経営

確保に向けて取り組みます。
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③ 財政基盤の強化

農業集落排水事業は、独立採算を原則とする事業であり、持続可能な運営を支える

根幹は下水道使用料です。

しかし、本事業は装置産業※であるため、施設の減価償却費、支払利息、人件費など

の固定的な経費が大半を占めており、削減には限界があります。

また、人口減少や更新需要の拡大等が全国的にも問題となる中、本市の農業集落排

水事業は、同規模の団体と比較して管路延長が長く、施設数も多いという特徴があ

り、これらの維持管理には多くの費用を要します。

そのため、一般会計繰入金等を確実に調達することは、事業を継続するうえで不可

欠となります。

さらに、将来にわたる市民サービスの平準化を図る観点からも、使用料の在り方に

ついては、今後も課題となる可能性があります。

装置産業について

装置産業とは、巨額の初期投資と高い固定費を抱え、設備が設置された

時点で事業規模が確定し、経営上の努力範囲が著しく限られる事業で

す。人口減少下でも設備を止められないため、需要に関係なく維持管理

と更新投資が継続的に発生する産業といえます。その中でも特に上下水

道分野は、需要が減っても固定費が下がりにくく、また、更新投資が避

けられないため、人口減少社会で最も経営が厳しくなる典型的な装置産

業とされています。
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ア 適正な使用料体系の検討

（第１次・事業実績）

農業集落排水事業では、施設の維持管理や更新に必要な費用を賄うため、下水道使

用料が大切な財源となっています。

こうした状況を踏まえ、令和８年度から下水道使用料を見直すことになりました。

今回の改定は、前回の改定から１８年ぶりとなるものであり、将来にわたり安定し

たサービスを提供するために必要な対応となります。

（第２次・事業計画）

今後も、上下水道局との連携を図りつつ、４年から５年ごとに使用料の見直しを実

施する予定としています。
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イ 企業債発行の適正な管理

（第１次・事業実績）

第１次経営戦略期間中に予定された事業を着実に推進する一方、企業債発行の抑制

に努めた結果、企業債残高はやや減少しました。

（第２次・事業計画）

今後は、新規の大規模整備は予定しておらず、主な建設改良費を伴う事業は、機械

電気設備等の更新事業となります。

このため、更新事業に伴う起債は予定しているものの、償還額が新規発行額を上回

る見通しであることから企業債残高は毎年減少していく見込みです。

（企業債残高） （単位：百万円）

事業名 H28 R6

農業集落排水事業 9,765 4,037

林業集落排水事業 0 0

小規模集合排水処理事業 113 49

（企業債残高） （単位：百万円）

事業名 R7（見込み） R17（目標）

農業集落排水事業 3,394 944

林業集落排水事業 0 9

小規模集合排水処理事業 40 60
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ウ 収納率の維持・向上

（第１次・事業実績）

使用料の収納業務は、上下水道局に委託しており、令和７年度時点の取組は以下の

とおりです。

ⅰ．納付環境の整備、自主納付の促進、早期調査による滞納の防止

・コンビニ収納継続実施及び夜間窓口開設

・口座振替の利用の促進

・スマホ決済の導入による納付環境の整備

・送達不能者等に対する実態調査の早期実施と料金の早期回収

ⅱ．計画的な徴収対策等の実施

・平日臨戸(市内外)の拡充（強化）

ⅲ．実態調査による執行停止、不納欠損の見極め

・各種調査の強化による執行停止及び不納欠損処理の適切な実施

（第２次・事業計画）

第２次経営戦略期間においても、各種取組を継続し、安定した収益の確保に努めま

す。

エ 不明水の削減

（第１次・事業実績）

下水道管にできた亀裂やマンホール蓋の破損部分から多量の不明水※が流入すると、

処理施設に余分な負担がかかり、処理費用の増加につながります。

このため、不明水の流入が確認された箇所については、速やかに修繕などの対策を

行い、維持管理費の縮減に取り組んできました。

※不明水…下水道の管渠に、何らかの原因で流入する雨水や地下水
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（第２次・事業計画）

処理場での流入量と地区の使用量を比較した結果、その差が大きい箇所については

カメラ調査等を実施し、不明水の原因を特定したうえで、適切な対策を進めます。

オ 工事コストや維持管理費の縮減

（第１次・事業実績）

定期的なパトロールや点検等の日常業務を通じて、施設の機能低下や故障などの早

期発見に努めました。不明水の流入や漏水が確認された場合には調査を行い、必要に

応じて速やかに修繕を実施することで、大規模事故につながる発生要因を未然に排除

しました。

これらの予防保全的な取組により、施設の長寿命化を図るとともに、工事コストや

維持管理費の縮減に取り組みました。

（第２次・事業計画）

これまでと同様の措置を基本としつつ、施設更新にあたっては老朽度や緊急度など

を踏まえ、事業費の平準化を図ります。

また、装置産業であるという認識に立って、将来の事業環境を見据えながら、施設

の統廃合や規模の適正化などを検討し、過大な投資とならないように努めます。

さらに、国土交通省の進める分散型排水システムの活用や、合併浄化槽への切替え

についても柔軟に検討することで、持続可能な農業集落排水事業の構築を目指し、工

事コストの抑制と整備後の維持管理費の縮減を図ります。

カ 水洗化率の向上（再掲）
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④ お客さまサービスの向上

ア 料金収納サービスの向上

（第１次・事業実績）

使用料の収納業務は、上下水道局への委託により対応している分野であり、令和７

年度時点の取組は以下のとおりです。

・コンビニ収納継続実施

・夜間窓口開設（月３日間 ～１９時まで 上下水道局料金課窓口）

・口座振替の利用の促進（Web で口座振替の申し込み可能）

・スマホ決済（PayPay 等）の導入による納付環境の整備

（第２次・事業計画）

これまでの各種取組を継続し、お客さまサービスの向上に努めます。

イ 情報提供の充実

（第１次・事業実績）

管路の布設工事などを行う際には、地域住民の皆様に工事内容や必要性について理

解を深めていただくため、町内会等を通じて丁寧な説明を行ってきました。

また、経営状況や使用料に関する情報提供については、ホームページや広報誌を活

用して実施してきました。

（第２次・事業計画）

これまでの取組を継続し、情報提供の充実に努めます。
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ウ 農業集落排水事業への理解向上

（第１次・事業実績）

農業集落排水事業に対する興味や関心を持っていただくとともに、汚水処理施設の

役割、必要性等について理解を深めていただけるよう、毎年、維持管理業務委託業者

により、普及啓発活動として、小学校に汚水処理のパンフレットを配布しています。

また、台所用水切りネット（三角コーナー用）の配布を通じ、農業集落排水事業へ

の理解を深める活動を実施しました。

（第２次・事業計画）

これまでの活動を継続し、農業集落排水事業への理解促進に努めます。

エ 農業集落排水事業に係る有識者からの意見聴取

（第１次・事業実績）

第１次経営戦略に位置付けた事業を着実に推進するとともに、その進捗状況や経営

状況、取り組むべき諸課題などに対する意見を聴取するため、総務省「経営財務マネ

ジメント強化事業」を活用して、学識経験者から意見聴取を実施しました。

（第２次・事業計画）

引き続き、総務省「経営財務マネジメント強化事業」の活用等により、学識経験者

や各種団体からの推薦者などを交えた意見聴取を実施し、「持続可能な農業集落排水事

業を次世代に繋ぐ」という基本理念の実現を目指します。
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⑤ 環境負荷の軽減に配慮した事業の推進

環境負荷の軽減に配慮した事業の推進

（第１次・事業実績）

各施設において、機器更新時に照明の LED 化や省エネ機器の選定を行い、環境負荷

の軽減と光熱水費等の節減に取り組みました。

（第２次・事業計画）

これまでの取組を継続し、環境負荷の軽減に努めます。

また、施設の改築等にあわせて GX（グリーン・トランス・フォーメーション） の

導入や、エネルギー消費量の少ない設備やシステムの採用を進め、経営の効率化と環

境負荷の軽減を図ります。

さらに、下水汚泥処理方法の見直しや未利用エネルギーの活用可能性について調

査・研究を進め、環境未来都市として、環境負荷の小さい低炭素社会の実現に向けた

取組を推進します。
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SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）は、「世界中の誰一

人取り残さない」をテーマに、平成 27 年 9月の国連サミットで 193 の全ての国連加盟

国が合意した 2030 年までに達成すべき課題と、その具体目標を定めたものです。

本市では、2018 年 6月に経済・社会・環境の分野をめぐる広範な課題に統合的に取

組む地方自治体として、国（内閣府）の「SDGs 未来都市」に選定されました。

あわせて、SDGs 未来都市の中でも先導的な取組みであって、多様なステークホルダ

ーとの連携を通じて地域における自律的好循環が見込まれるものとして、「自治体

SDGs モデル事業」にも選定されました。

なお、これまでに環境や超高齢化社会への対応を目指して推進してきた「環境未来

都市」としての先進的な取組については、この「SDGs 未来都市」の枠組みに統合さ

れ、継承・発展が図られています。

本経営戦略は、次の目標に貢献できると考えられます。

SDGs 未来都市と持続可能なまちづくり
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Ⅴ 第２次農業集落排水事業経営戦略における投資・財政計画

投資・財政計画の策定にあたっては、これまでの実績と今後の見通しに基づき、令

和８年度に改定する使用料体系により算出しています。計画期間は令和８年度から令

和１７年度までの１０年間とし、この期間に予定している事業及び取組を反映してい

ます。

また、本市の農業集落排水事業を構成する３事業（農業集落排水事業、林業集落排

水事業、小規模集合排水処理事業）それぞれについて、投資・財政計画を策定してい

ます。

人口減少の進行や施設老朽化に伴う更新費用の増加などにより、事業運営に必要な

財源確保が一層厳しくなることが見込まれます。

１ 農業集落排水事業における投資・財政計画について

❶ 収益的収入

ア．下水道使用料…農業集落排水事業においては、令和８年度から下水道使用料の

改定を行います。改定後の使用料体系に基づき算出していま

す。

イ．長期前受金戻入…令和６年度までに取得した資産に係る長期前受金戻入に、今後

の建設改良等に伴い発生する長期前受金戻入を各年度に加算し

算出しています。

※償却資産の取得に伴い交付された補助金等については、「長期前受金」として負債（繰延収益）に

計上した上で、償却資産の減価償却に合わせて順次、「長期前受金戻入」として収益化します。

ウ．一般会計負担金…総務省が定める繰出基準に基づき算定された額を、一般会計負

担金として計上しています。

エ．一般会計補助金…総務省が定める繰出基準に該当しない繰入金を、一般会計補助

金として計上しています。
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❷ 収益的支出

ア．職員給与費…現行の職員数を維持することを前提とし、給料及び手当等について

は令和７年度の水準を基準として、今後の給与改定等による上昇を

見込み算出しています。

イ．維持管理費…令和２年度から令和６年度の平均値を採用し、または直近の数値を

基礎とし、必要に応じて物価上昇率を乗じるなどして算出していま

す。

ウ．減価償却費…令和６年度までに取得した資産の減価償却費に、今後の建設改良等

に伴い発生する減価償却費を各年度に加算して算出しています。

エ．企業債利息…令和６年度までの既発債の支払利息に新規発行の支払利息（利率

2.15％または利率 3.05％※）を各年度に加算し算出しています。

※利率試算値について

機器更新に対する新規発行分は元金均等１５年償還（２年据置）（利率 2.15％）。

管路更新に対する新規発行分は元利均等３０年償還（５年据置）（利率 3.05％）。

❸ 資本的収入

ア．企 業 債…各年度の建設改良事業における委託料、工事請負費に相当する額を

企業債充当事業とし、国庫補助等の財源を除いた事業費に対して

100％を企業債として充当する前提で算出しています。

イ．出 資 金…総務省が定める繰出基準に基づき算定された額を、他会計出資金と

して計上しています。

ウ．国庫補助金…農林水産省等所管の建設改良費に係る国庫補助金の支給要件を基に

算出しています。
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❹ 資本的支出

ア．建設改 良費…第２次経営戦略に掲げる主要事業の事業費を基に、委託料、工事

請負費などを反映し算出しています。

イ．企業債償還金…令和６年度までに借り入れた企業債の元金償還額に新規に発行し

た元金の償還額（２年据置１５年償還、５年据置３０年償還）を

各年度に加算し算出しています。
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２ 投資・財政計画
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計

画
R1

6計
画

R1
7
計

画

損
益

勘
定
留
保
資
金

等
※

2
60
6,
81

4
55
9
,0
3
5

52
9,
43

6
44

0,
75

1
37
4,
82

2
33

2,
12

7
29
3,
85

1
23

9,
67

1
19
1,
10

0
15

8,
44

5
12
7,
08

6
10

4,
11

9

当
年
度
分
消
費
税
及
び
地
方
消
費

税
資
本
的
収
支
調
整

額
1,
66

1
1,

73
3

4,
7
55

5,
56

2
3,
1
84

4,
72

2
5,
8
52

7,
57

3
8,
1
13

9,
33

6
8,
4
69

6,
01

2

計
60
8,
47

5
56
0
,7
6
8

53
4,
19

1
44

6,
31

3
37
8,
00

6
33

6,
84

9
29
9,
70

3
24

7,
24

4
19
9,
21

3
16

7,
78

1
13
5,
55

5
11

0,
13

1

資
金
残
高
（

損
益
勘
定
留
保

資
金

）
44
,6
4
9

36
,6
6
0

14
,1
6
0

14
,5
6
4

14
,9
6
9

14
,7
3
7

15
,1
4
1

15
,5
4
6

15
,6
6
7

15
,8
8
2

14
,4
2
3

13
,0
5
9

企
業
債
残

高
4,

03
7,
60

8
3,
39
3
,6
1
6

2,
83
3,
21

8
2,
37

1,
69

2
1,

96
6,
74

6
1,
63

1,
22

9
1,

36
4,
63

7
1,
19

8,
44

6
1,

08
8,
73

4
1,
02

3,
85

3
98
0,
77

5
93

6,
12

0

　
※

1…
資
本
的
収
入
の

企
業
債
に
は
、
前

年
度
建
設
改
良
費
等

に
充
当
す
る
前
年
度

同
意
済
企
業
債
を

含
む

。

　
※

2…
損
益
勘
定
留
保

資
金
及
び
過
年
度

分
損
益
勘
定
留
保
資

金
。
な
お
損
益
勘
定

留
保
資
金
等
に
は

収
益
的
支
出
の
処
理

場
廃
止
工
事
（
営
業

費
用
）
に
充
て
る

企
業
債
を
含
む

。
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投資・財政計画（林業集落排水事業収支計画）
林
業
集
落
排
水
事

業

収
益
的

収
支

（
単
位

：
千
円

）

科
目

・
年

度
R6

実
績

R7
見
込

値
R8

計
画

R9
計

画
R1

0計
画

R1
1
計

画
R1

2計
画

R1
3
計

画
R1

4計
画

R1
5
計

画
R1

6計
画

R1
7
計

画

営
業
収

益
12

2
12

0
19

1
86

86
0

0
0

0
0

0
0

営
業
外

収
益

2,
48

6
5,
02

5
2,
55

0
10
,9
5
1

7,
39

8
8,
61

6
29

8
28

6
27

2
24

9
22

6
20

2

特
別
利

益
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

収
益

的
収

入
2,
60

8
5,
14

5
2,
74

1
11
,0
3
7

7,
48

4
8,
61

6
29

8
28

6
27

2
24

9
22

6
20

2

営
業
費

用
3,
04

2
5,
34

9
3,
16

8
23
,7
0
9

2,
45

9
20
,5
0
9

0
0

0
0

0
0

営
業
外

費
用

13
8

36
8

14
4

94
5,
31

1
15

0
29

8
28

6
27

2
24

9
22

6
20

2

特
別
損

失
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

収
益

的
支

出
3,
18

0
5,
71

7
3,
31

2
23
,8
0
3

7,
77

0
20
,6
5
9

29
8

28
6

27
2

24
9

22
6

20
2

当
年

度
純

利
益

（
損

失
）

△
 5
7
2

△
 5
7
2

△
 5
7
1

△
 1
2,
76

6
△

 2
8
6

△
 1
2,
04

3
0

0
0

0
0

0

資
本
的

収
支

科
目

・
年

度
R6

実
績

R7
見
込

値
R8

計
画

R9
計

画
R1

0計
画

R1
1
計

画
R1

2計
画

R1
3
計

画
R1

4計
画

R1
5
計

画
R1

6計
画

R1
7
計

画

企
業

債
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

国
庫
補

助
金

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

出
資

金
0

0
0

0
0

0
53

8
53

8
1,
07

7
1,
0
77

1,
07

7
1,

07
7

そ
の

他
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

資
本

的
収

入
0

0
0

0
0

0
53

8
53

8
1,
07

7
1,
0
77

1,
07

7
1,

07
7

建
設
改

良
費

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

企
業
債

償
還

金
0

0
0

0
0

0
53

8
53

8
1,
07

7
1,
0
77

1,
07

7
1,

07
7

そ
の

他
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

資
本

的
支

出
0

0
0

0
0

0
53

8
53

8
1,
07

7
1,
0
77

1,
07

7
1,

07
7

差
引

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

補
て
ん

財
源

科
目

・
年

度
R6

実
績

R7
見
込

値
R8

計
画

R9
計

画
R1

0計
画

R1
1
計

画
R1

2計
画

R1
3
計

画
R1

4計
画

R1
5
計

画
R1

6計
画

R1
7
計

画

損
益
勘

定
留
保

資
金
等

※
1

0
0

0
0

0
63

6
0

0
0

0
0

0

当
年

度
分

消
費

税
及
び

地
方

消
費

税
資

本
的

収
支

調
整

額
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

計
0

0
0

0
0

63
6

0
0

0
0

0
0

※
2

資
金
残

高
（
損

益
勘
定

留
保
資

金
）

0
0

0
0

0
63

6
63

6
63

6
63

6
63

6
63

6
63

6

企
業
債

残
高

0
0

0
7,
00

0
7,
00

0
14
,0
0
0

13
,4
6
2

12
,9
2
3

11
,8
4
6

10
,7

69
9,
69

2
8,

61
5

　
※

1…
損
益

勘
定

留
保

資
金
及

び
過

年
度
分

損
益

勘
定
留

保
資

金
。
な

お
損

益
勘

定
留
保

資
金

等
に
は

収
益

的
支
出

の
処

理
場
廃

止
工

事
（

営
業
費

用
）

に
充
て

る
企

業
債
を

含
む

。

　
※

2…
消
費

税
還

付
金

に
よ
る

。
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投資・財政計画（小規模集合排水処理事業）
小
規

模
集
合
排
水
処
理
事

業

収
益
的
収

支
（
単
位

：
千

円
）

科
目
・

年
度

R6
実
績

R7
見
込

値
R8

計
画

R9
計

画
R1
0
計
画

R1
1
計
画

R1
2
計
画

R1
3計

画
R1

4計
画

R1
5計

画
R1

6計
画

R1
7
計
画

営
業

収
益

1,
07

8
1,

05
0

1,
66

1
1,
62

3
1,
5
84

1,
54

6
1,

50
8

1,
47

0
1,

14
5

84
0

41
0

0

営
業

外
収

益
5,

07
8

7,
42

9
4,
25

5
2,
57

8
2,
5
56

2,
58

4
2,

61
3

15
,6
4
1

10
,2
9
5

25
,5

89
1,
3
75

1,
70

5

特
別

利
益

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

収
益

的
収

入
6,

15
6

8,
47

9
5,
91

6
4,
20

1
4,
1
40

4,
13

0
4,

12
1

17
,1
1
1

11
,4
4
0

26
,4

29
1,
7
85

1,
70

5

営
業

費
用

7,
75

3
8,

47
7

6,
31

4
6,
35

7
6,
3
99

6,
44

3
6,

48
8

6,
53

3
32

,9
0
0

29
,9

42
34
,0

94
27
,
51

9

営
業

外
費

用
1,

03
7

1,
13

3
69

1
54

1
43

8
38

4
33

0
13

,2
7
5

96
17

,2
43

55
9

98
4

特
別

損
失

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

収
益

的
支

出
8,

79
0

9,
61

0
7,
00

5
6,
89

8
6,
8
37

6,
82

7
6,

81
8

19
,8
0
8

32
,9
9
6

47
,1

85
34
,6

53
28
,
50

3

当
年

度
純

利
益

（
損

失
）

△
 2
,
63

4
△
 1

,1
3
1

△
 1

,0
8
9

△
 2

,6
97

△
 2
,6

97
△

 2
,
69

7
△
 2
,
69

7
△
 2

,6
9
7

△
 2
1
,5
5
6

△
 2

0,
7
56

△
 3

2,
8
68

△
 2

6,
79

8

資
本
的
収

支

科
目
・

年
度

R6
実
績

R7
見
込

値
R8

計
画

R9
計

画
R1
0
計
画

R1
1
計
画

R1
2
計
画

R1
3計

画
R1

4計
画

R1
5計

画
R1

6計
画

R1
7
計
画

企
業

債
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

国
庫

補
助

金
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

出
資

金
7,

07
8

7,
20

0
7,
32

4
7,
45

0
4,
1
38

4,
19

9
4,

26
2

4,
32

6
4,

39
1

2,
24

1
0

1,
00

0

そ
の

他
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

資
本

的
収

入
7,

07
8

7,
20

0
7,
32

4
7,
45

0
4,
1
38

4,
19

9
4,

26
2

4,
32

6
4,

39
1

2,
24

1
0

1,
00

0

建
設

改
良

費
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

企
業

債
償

還
金

8,
60

6
8,

76
7

8,
93

2
7,
45

0
4,
1
38

4,
19

9
4,

26
2

4,
32

6
4,

39
1

2,
24

1
0

1,
00

0

そ
の

他
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

資
本

的
支

出
8,

60
6

8,
76

7
8,
93

2
7,
45

0
4,
1
38

4,
19

9
4,

26
2

4,
32

6
4,

39
1

2,
24

1
0

1,
00

0

差
引

△
 1
,
52

8
△
 1

,5
6
7

△
 1

,6
0
8

0
0

0
0

0
0

0
0

0

補
て

ん
財
源

科
目
・

年
度

R6
実
績

R7
見
込

値
R8

計
画

R9
計

画
R1
0
計
画

R1
1
計
画

R1
2
計
画

R1
3計

画
R1

4計
画

R1
5計

画
R1

6計
画

R1
7
計
画

損
益

勘
定

留
保
資

金
等

※
1

1,
52

8
1,

56
7

1,
60

8
0

0
0

0
0

20
9

0
1,
4
96

1,
36

4

当
年
度
分

消
費
税

及
び
地
方

消
費

税
資
本
的
収

支
調
整

額
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

計
1,

52
8

1,
56

7
1,
60

8
0

0
0

0
0

20
9

0
1,
4
96

1,
36

4

※
2

※
2

※
2

資
金
残
高

（
損

益
勘

定
留
保

資
金

）
0

0
0

0
0

0
0

0
20

9
20

9
1,
7
05

3,
06

8

企
業
債
残

高
48
,
70

6
39

,9
3
9

31
,0
0
7

23
,5

57
19
,4

19
15
,
22

0
10
,
95

8
6,

63
2

15
,2
4
1

26
,0

00
46
,0

00
60
,
00

0

　
※

1…
損

益
勘
定
留
保
資
金
及
び

過
年
度
分
損
益
勘
定

留
保
資
金
。
な
お
損

益
勘
定
留
保
資
金
等
に

は
収
益
的
支
出
の
処

理
場
廃
止
工
事
（
営

業
費
用
）
に
充
て
る
企

業
債
を
含
む

。

　
※

2…
消

費
税
還
付
金
に
よ
る

。
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投資・財政計画（参考・３事業まとめ）
農
業
集
落
排
水
事
（

3事
業
ま
と

め
分

）

収
益
的

収
支

（
単
位

：
千
円

）

科
目

・
年

度
R6

実
績

R7
見

込
値

R8
計

画
R9

計
画

R1
0計

画
R1
1
計

画
R1
2
計

画
R1
3
計

画
R1
4
計

画
R1

5計
画

R1
6
計

画
R1
7
計

画

営
業
収

益
26
5,
32

8
27

3,
51

6
32
3,
00

7
28
5,
9
25

28
0,
53

3
27
5,
08

2
26
9
,6
3
4

26
4,
23

7
25
8,
39

1
25

2,
63

3
24
7,
01

0
24
1,

33
4

営
業
外

収
益

1,
23
1,
79

7
1,
13

6,
68

2
1,
08
8,
25

1
1,
06
3,
5
80

1,
0
03
,5
2
7

96
5,
92

6
94
8
,2
5
4

93
6,
79

3
88
7,
21

9
88

5,
97

7
84
6,
02

1
84
4,

36
9

特
別
利

益
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

収
益

的
収

入
1,
49
7,
12

5
1,
41

0,
19

8
1,
41
1,
25

8
1,
34
9,
5
05

1,
2
84
,0
6
0

1,
24
1,
00

8
1,
21
7
,8
8
8

1,
20
1,
03

0
1,
14
5,
61

0
1,
13

8,
61

0
1,
09
3,
03

1
1,
08
5,

70
3

営
業
費

用
1,
15
7,
16

4
1,
13

8,
73

5
1,
19
6,
24

6
1,
21
3,
3
32

1,
2
01
,4
3
0

1,
22
2,
11

7
1,
21
3
,1
5
6

1,
27
0,
15

9
1,
28
2,
91

1
1,
29

3,
48

2
1,
31
1,
82

3
1,
32
2,

18
2

営
業
外

費
用

99
,5
9
3

87
,8
8
9

75
,2
4
4

70
,9

24
70
,2
8
8

59
,3
4
1

68
,8
9
3

67
,4
6
2

53
,2
7
0

69
,9
2
5

53
,6
4
4

55
,
45

9

特
別
損

失
19
,6
0
6

96
0

72
0

89
7

89
7

89
7

89
7

89
7

89
7

89
7

89
7

89
7

収
益

的
支

出
1,
27
6,
36

3
1,
22

7,
58

4
1,
27
2,
21

0
1,
28
5,
1
53

1,
2
72
,6
1
5

1,
28
2,
35

5
1,
28
2
,9
4
6

1,
33
8,
51

8
1,
33
7,
07

8
1,
36

4,
30

4
1,
36
6,
36

4
1,
37
8,

53
8

当
年

度
純

利
益

（
損

失
）

22
0,
76

2
18

2,
61

4
13
9,
04

8
64
,3

52
11
,4
4
5

△
 4
1,
34

7
△

 6
5
,0
5
8

△
 1
37
,4
8
8

△
 1
91
,4
6
8

△
 2
2
5,
69

4
△

 2
73
,3
3
3

△
 2
92
,
83

5

資
本
的

収
支

科
目

・
年

度
R6
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３ 投資・財政計画における経営指標の推移

① 経常収支比率（％）

算定式：（経常収益÷経常費用）×100

内 容：使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の

費用がどの程度賄われているかをみます。

概 要：営業収益（下水道使用料）は年々減少し、維持管理費・減価償却費等の営

業費用は、おおむね現状の水準で推移していくことから、事業環境の厳し

さがうかがわれますが、本計画期間中にそれぞれの事業において、施設の

廃止、個別処理への切替え等の措置が予定されており、事業環境の改善に

努めます。

《廃止予定事業》

農 業 集 落 排 水 事 業 分：１地区

林 業 集 落 排 水 事 業 分：２地区

小規模集合排水処理事業分：２地区
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①経常収支比率（農集）
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①経常収支比率（3事業まとめ）
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② 流動比率（％）

算定式：（流動資産÷流動負債）×100

内 容：短期的な債務に対する支払能力をみます。

概 要：下水道使用料は減少するものの、一般会計負担金等の調達や補助金、企業債

の活用を通じて資金を調達し、流動比率の向上に努めます。

なお、事業廃止を計画している施設があるため、指標値は大幅に変動する見

込みです。
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②流動比率（農集）
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②流動比率（小規模）
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②流動比率（3事業まとめ）
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③ 経費回収率（％）

算定式：（下水道使用料÷汚水処理費（公費負担分を除く））×100

内 容：汚水処理に要した費用に対し、どの程度使用料で賄われているのかをみま

す。

概 要：現時点の使用料体系が維持された場合、供給単価は同水準で維持していくも

のの、営業費用はおおむね現状の水準で推移するため、人口減少等によって

汚水処理原価は上昇し、経費回収率は低下していくことが見込まれます。

なお、事業廃止を計画している施設があるため、指標値は大幅に変動する見

込みです。
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③経費回収率（小規模）
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③経費回収率（3事業まとめ）
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④ 汚水処理原価（円）

算定式：（汚水処理費（公費負担分を除く）÷年間総有収水量）

内 容：有収水量１㎥あたりについて、どれだけ汚水処理に要した費用がかかるのか

をみます。

概 要：汚水処理にかかる費用はおおむね現状の水準で推移する一方、人口減少等に

よる水需要の減少に伴って年間総有収水量が減少することから、汚水処理原

価は上昇する見込みです。

なお、事業廃止を計画している施設があるため、指標値は大幅に変動する見

込みです。
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④汚水処理原価（小規模）
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④汚水処理原価（3事業まとめ）
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⑤ 水洗化率（％）

算定式：（現在水洗便所設置済人口÷現在処理区域内人口）×100

内 容：処理区域内人口のうち、水洗便所を設置して農業集落汚水処理施設で汚水を

処理している人口の割合をみます。

概 要：各種取組を通じ、下水道の普及促進に努めることで水洗化率の向上を目指し

ます。

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

⑤水洗化率（農集）
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⑤水洗化率（林業）
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４ 総括

各指標が示すように、人口減少や施設の老朽化等により、事業環境は一層厳しさを

増しています。

一方で、農業集落排水事業は地域福祉の向上や農村地域の生活環境改善に欠かせな

いものでもあります。

今後は、装置産業としての特性を踏まえ、経営とのバランスを取りながら、将来の

事業環境を見据えた取組を進める必要があります。

また、国全体では、大規模集約化から小規模分散型への転換、官民連携から官民協

働への移行など、下水道を取り巻く考え方が大きく変化しており、こうした動向にも

注意を払いつつ、将来像を描いていくことが重要となります。

本計画期間中には複数の施設廃止を計画しており、これらの取組も合わせて、持続

可能な富山市農業集落排水事業の構築に努めます。
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Ⅵ 指標による進捗管理及び見直し

１ 第２次経営戦略における指標の進捗管理・見直しについて

第１次経営戦略では、指標を用いた進捗管理は行っていませんでしたが、令和６年

度に地方公営企業会計へ移行したことを踏まえ、第２次経営戦略では５項目の具体的

な経営指標を設定し、数値に基づく計画の進捗管理を実施します。

また、事業の進捗状況や社会・経済情勢などの変化に対応するため、前期計画と後

期計画の中間点である令和１２年度末を目安に、令和１３年度以降の５年間の事業計

画について見直し（ローリング）を実施します。

なお、事業廃止を計画している施設があるため、指標値は大幅に変動する見込みで

す。

経営指標について

総務省においては、各公営企業の経営や施設の状況を表す主要な経営指

標を示すことにより、各公営企業が他公営企業との比較等を行い、経営

の現状及び課題を的確かつ簡明に把握するとともに、今後の見通しや課

題への対応に活用するよう求めています。
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解説 算定式
R6年度
実績

R12年度
見込

R17年度
見込

使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理
費や支払利息等の費用が賄われているかをみる。

100％以上であることが望ましい。

短期的な債務に対する支払能力をみる。

100％以上であることが望ましい。

汚水処理に要した費用に対し、どの程度使用料で賄われて
いるのかをみる。

100％以上であることが望ましい。

有収水量１㎥あたりについて、どれだけ汚水処理に要した
費用がかかるのかをみる。

明確な基準はないが、一般的に低い数値であることが望ま
れる。

処理区域内人口のうち、水洗便所を設置して農業集落汚水
処理施設で汚水を処理している人口の割合をみる。

100％に近ければ近いほどよい。

解説 算定式
R6年度
実績

R12年度
見込

R17年度
見込

使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理
費や支払利息等の費用が賄われているかをみる。

100％以上であることが望ましい。

短期的な債務に対する支払能力をみる。

100％以上であることが望ましい。

汚水処理に要した費用に対し、どの程度使用料で賄われて
いるのかをみる。

100％以上であることが望ましい。

有収水量１㎥あたりについて、どれだけ汚水処理に要した
費用がかかるのかをみる。

明確な基準はないが、一般的に低い数値であることが望ま
れる。

処理区域内人口のうち、水洗便所を設置して農業集落汚水
処理施設で汚水を処理している人口の割合をみる。

100％に近ければ近いほどよい。

農業集落排水事業

指標

林業集落排水事業

指標

1 経常収支比率
（経常収益÷経常費用）

×100
119.57% 95.18% 80.34%

2 流 動 比 率
（流動資産÷流動負債）

×100
13.43% 22.05% 45.14%

3 経 費 回 収 率
（下水道使用料÷汚水処理費

（公費負担分を除く））
×100

66.97% 47.73% 38.43%

4 汚水処理原価
（汚水処理費（公費負担分を
除く）÷年間総有収水量）

256.6円 395.1円 488.5円

5 水 洗 化 率
（現在水洗便所設置済人口÷
現在処理区域内人口）×100

90.9% 91.2% 91.4%

1 経常収支比率
（経常収益÷経常費用）

×100
82.01% 100.00% 100.00%

2 流 動 比 率
（流動資産÷流動負債）

×100
0.00% 118.22% 59.05%

3 経 費 回 収 率
（下水道使用料÷汚水処理費

（公費負担分を除く））
×100

7.45% 0.00% 0.00%

4 汚水処理原価
（汚水処理費（公費負担分を
除く）÷年間総有収水量）

2183.7円 － －

5 水 洗 化 率
（現在水洗便所設置済人口÷

現在処理区域内人口） 
×100

100.0% 100.0% 100.0%
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解説 算定式
R6年度
実績

R12年度
見込

R17年度
見込

使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理
費や支払利息等の費用が賄われているかをみる。

100％以上であることが望ましい。

短期的な債務に対する支払能力をみる。

100％以上であることが望ましい。

汚水処理に要した費用に対し、どの程度使用料で賄われて
いるのかをみる。

100％以上であることが望ましい。

有収水量１㎥あたりについて、どれだけ汚水処理に要した
費用がかかるのかをみる。

明確な基準はないが、一般的に低い数値であることが望ま
れる。

処理区域内人口のうち、水洗便所を設置して農業集落汚水
処理施設で汚水を処理している人口の割合をみる。

100％に近ければ近いほどよい。

.

解説 算定式
R6年度
実績

R12年度
見込

R17年度
見込

使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理
費や支払利息等の費用が賄われているかをみる。

100％以上であることが望ましい。

短期的な債務に対する支払能力をみる。

100％以上であることが望ましい。

汚水処理に要した費用に対し、どの程度使用料で賄われて
いるのかをみる。

100％以上であることが望ましい。

有収水量１㎥あたりについて、どれだけ汚水処理に要した
費用がかかるのかをみる。

明確な基準はないが、一般的に低い数値であることが望ま
れる。

処理区域内人口のうち、水洗便所を設置して農業集落汚水
処理施設で汚水を処理している人口の割合をみる。

100％に近ければ近いほどよい。

小規模集合排水処理事業

指標

農業集落排水事業（３事業まとめ）

指標

1 経常収支比率
（経常収益÷経常費用）

×100
70.03% 60.44% 5.98%

2 流 動 比 率
（流動資産÷流動負債）

×100
0.00% 0.00% 153.40%

3 経 費 回 収 率
（下水道使用料÷汚水処理費

（公費負担分を除く））
×100

51.44% 56.70% 0.00%

4 汚水処理原価
（汚水処理費（公費負担分を
除く）÷年間総有収水量）

346.3円 349.9円 －

5 水 洗 化 率
（現在水洗便所設置済人口÷
現在処理区域内人口）×100

86.8% 87.1% 87.3%

1 経常収支比率
（経常収益÷経常費用）

×100
119.13% 95.00% 78.81%

2 流 動 比 率
（流動資産÷流動負債）

×100
13.26% 21.92% 46.53%

3 経 費 回 収 率
（下水道使用料÷汚水処理費

（公費負担分を除く））
×100

66.64% 47.77% 37.58%

4 汚水処理原価
（汚水処理費（公費負担分を
除く）÷年間総有収水量）

257.9円 394.8円 499.6円

5 水 洗 化 率
（現在水洗便所設置済人口÷
現在処理区域内人口）×100

90.9% 91.2% 91.4%
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────────────────────────────────────

用 語 集

────────────────────────────────────

【1 事業体系・制度関連】

■ 農業集落排水事業

農業集落におけるし尿・生活雑排水等を処理し、農村地域の水環境保全と生活環境の

向上を図る事業。

本市の農業集落排水事業は、農業集落排水事業、林業集落排水事業、小規模集合排水

処理事業の３事業により構成されている。

■ 公共下水道

主として市街地における汚水・雨水を排除し、公共用水域の水質保全および生活環境

の改善を目的として、市町村が管理する下水道を指します。（下水道法第２条）

■ 公営企業

地方公共団体が住民の生活に不可欠なサービスを、企業的手法（独立採算制）により

経営する事業。

■ 地方公営企業会計

地方公営企業が企業的手法により経営状況・資産状況を適切に把握するために、複式

簿記・発生主義に基づいて財務諸表を作成する会計制度。

■ 地方公営企業法適用（公営企業会計）

複式簿記・発生主義会計を適用し、経営状況や資産状況を正確に把握するため、条例

に基づいて地方公営企業法を適用すること。

■ 単式簿記

現金の収入と支出のみを記録する会計方式であり、資産・負債・資本（純資産）の増

減を体系的に把握しない簡易な記帳方法。
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■ 独立採算

事業に必要な経費を、原則としてその事業の収入（使用料・手数料など）によって賄

うことを基本とする経営原則。

■ PDCA サイクル

計画（Plan）、実施（Do）、検証（Check）、見直し（Action）を繰り返し、継続的に改

善を図る管理手法。

【2 施設・技術関連】

■ 公共インフラ

社会・経済活動や国民生活を支えるために、国や自治体などの公的主体が整備・管理

する基盤施設の総称。

■ 社会資本

社会資本とは、国民生活や社会・経済活動を支えるために整備される公共的な基盤施

設の総称であり、道路、上下水道、河川、港湾、公共施設などの社会基盤を指す。

■ ダウンサイジング

人口減少や需要縮小を踏まえ、施設規模・処理能力・設備量を適正化するために、過

大な施設を縮小・統合・簡素化する取組。

■ 処理場（汚水処理施設）

汚水を処理し、放流基準に適合させるための施設。

■ 管渠（かんきょ）

汚水を処理場へ導く下水道管路。

■ 機器更新

老朽化したポンプ・電気設備等を更新し、施設の長寿命化を図る事業。
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■ 予防保全

故障前に点検・更新を行い、事故や大規模修繕を未然に防ぐ維持管理手法。

■ 遠方監視システム

処理場や中継ポンプ施設の運転状況や異常を遠隔で監視するシステム。

■ 不明水

雨水・地下水など、本来流入しない水が管渠に流入するもの。

■ 環境負荷

人間の活動により環境へ与える影響のうち、環境の質を低下させたり、自然環境の健

全性を損なう要因となる作用を総称する概念。

■ GX（グリーン・トランス・フォーメーション）

温室効果ガス排出削減や資源循環の推進など、環境負荷の軽減を図りながら、経済社

会の構造を持続可能な形へ転換する取り組み。

■ 上下水道一体革新的技術実証事業（AB-Cross）

上下水道一体革新的技術実証事業（AB-Cross プロジェクト）とは、国土交通省が実施

する水道分野の革新的技術（A-JUMP 技術）と下水道分野の革新的技術（B-DASH 技術）

を横断的に連携させ、上下水道を一体として捉えた革新的技術の実規模実証を行う事

業である。

【3 経営・財務関連】

■ 投資・財政計画

将来の施設整備や更新等に必要となる投資的事業の内容と、それに要する財源の見通

しを中長期的に整理し、事業運営の持続性を確保するために策定する計画。
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■ 収益的収入

公営企業が日常的な事業運営を行う中で得る収入であり、使用料収入や営業外収益な

ど、経常的な収益に属する収入。

■ 下水道使用料

汚水処理サービスの対価として利用者から徴収する料金。

■ 長期前受金・長期前受金戻入

補助金等を負債として計上し、減価償却に合わせて収益化する会計処理。

■ 償却資産

事業の用に供するために所有し、使用または収益を生むために継続的に利用される資

産のうち、時間の経過や使用に伴って価値が減少するため、減価償却の対象となる固

定資産。

■ 繰出基準

一般会計から公営企業への繰入の算定方法や負担区分を定めた基準。

■ 収益的支出

公営企業が日常の事業運営を行うために必要となる経常的な費用であり、人件費、維

持管理費、減価償却費、支払利息など、収益的収入に対応する支出。

■ 維持管理費

公営企業が施設を適切に運転し、機能を維持するために日常的に必要となる経常的な

費用であり、運転費、修繕費、委託料、光熱水費、薬品費などから構成される支出。

■ 減価償却費

施設・設備の取得費用を耐用年数に応じて費用化したもの。

■ 資本的収入

建設改良などの資本的支出に充てるための収入で、企業債、国庫補助金、負担金など

が該当する。
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■ 企業債（地方公営企業債）

施設整備のために発行する長期借入金。償還は将来の使用料収入等で行う。

■ 出資金

地方公共団体が公営企業に対して、資本として拠出する資金であり、企業の資本金に

相当する性質を持つ財源。

■ 国庫補助金

地方公共団体が実施する公共性の高い事業に対し、国がその費用の一部を負担するた

めに交付する資金であり、施設整備や更新などの資本的支出に充当される財源。

■ 資本的支出

施設の建設・更新など資産形成に関わる支出。主たるものとして建設改良費や企業債

償還金がある。

■ 建設改良費

公営企業が施設の新設、更新、改良、拡張などの投資的事業を実施するために要する

資本的な支出であり、将来にわたり使用される固定資産の取得または価値向上を目的

とする支出。

■ 企業債償還金

公営企業が施設整備や更新などの投資的事業のために発行した企業債について、その

元金を返済するための資本的支出。

■ 処理区域人口

農業集落排水施設の処理区域（サービス提供区域）内に居住する人口。

■ 装置産業

巨額の初期投資と高い固定費を抱え、需要が減少しても費用が下がりにくい産業。上

下水道事業が典型例。
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■ 使用料の改定

事業の健全性確保のため、使用料体系を見直し、適正な料金水準を設定すること。

■ 経常収支比率

経常収益で経常費用をどの程度賄えているかを示す指標。

■ 流動比率

短期的な支払能力を示す財務指標。

■ 経費回収率

汚水処理に要する費用に対し、使用料収入でどれだけ賄えているかを示す指標。

■ 汚水処理原価

1 ㎥あたりの汚水処理に要する費用。

【4 経営手法・連携関連】

■ 包括委託

維持管理業務を複数まとめて民間事業者に委託する方式。

■ ウォーターPPP

上下水道分野において、民間の資金・技術・ノウハウを活用する官民連携手法。

■ 官民連携（PPP/PFI）

公共部門（自治体）と民間事業者が、それぞれの役割や強みを活かしながら連携し、

公共サービスの提供や施設運営を効率的かつ効果的に実施するための仕組み。

■ 官民協働

公共部門（自治体）と民間事業者・地域住民等が、対等な立場で役割を分担しながら

共同で企画・実施・運営に取り組み、公共サービスの質向上や地域課題の解決を図る

協働の仕組み。
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■ 公共下水道との連携・処理区の再編

公共下水道への接続や処理場の統廃合により、効率的な事業運営を図る取組。

■ 事業費の平準化

施設の更新や修繕に要する多額の費用が特定年度に集中しないよう、複数年度に分散

させ、財政負担を均等化する取組。

■ 大規模集約化

複数の施設や区域に分散している処理機能や運転管理を、より規模の大きい拠点へ統

合することにより、効率的で持続可能な事業運営を実現するための再編手法。

■ 小規模分散型への転換

広域的な大規模処理施設への集約ではなく、地域ごとに小規模な処理施設や設備を分

散配置し、地域密着型の運転管理を行うことで、地理的条件や人口規模に適した効率

的な事業運営を図る再編手法。

■ 個別処理への切替え

集合処理方式（処理場＋管路）による汚水処理から、合併処理浄化槽などの個別処理

方式へ転換することにより、人口減少地域等における汚水処理の効率化・持続性を確

保する取組。

■ 経営財務マネジメント強化事業

地方公営企業が中長期的に持続可能な経営を行うため、経営戦略の策定、財務分析、

料金設定、資産管理、将来負担の把握など、経営・財務面のマネジメント能力を強化

することを目的として、国（総務省）が支援する事業。

【5 普及・利用関連】

■ 水洗化率

処理区域内人口のうち、水洗便所を設置し、汚水処理施設を利用している割合。
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【6 防災・危機管理関連】

■ 防災対策（耐震化・初動対応・協定）

災害時の被害軽減と早期復旧を目的とした取組。
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